
 

オリエントタイ航空機による都心上空飛行 

概 要 

● ９月１９日深夜、フェリー・チャーター便でタイ・バンコクから飛来したオリエント

タイ航空Ｂ７４７型機が、羽田空港Ｃ滑走路に北側から進入する際、通常想定されて

いる飛行経路から大きく北側に逸脱し、都心上空を飛行したため、騒音の苦情が数十

件あり、また、東京タワーの近辺を飛行した。 
 
● 当時は視程が良好かつ雲高も低くないことから、機長が滑走路を目視しながら、機長

の責任で着陸する「視認進入」が管制官から指示されていたが、当該方式には定めら

れた経路がなく、結果として通常想定される飛行経路から大きく逸脱した。 
 

現 状 対応策 

羽田空港に係る飛行方式については、 
航空路誌（ＡＩＰ）に必要なものを記載 

 
● 騒音上の観点から、空港北側へはできる

限り進入しないこと。 
 
● 東京タワーに関する情報が目立たない

状況で記載されている。 
 

管制官の対応について 
 

● 今回の飛行方式は、地表及び障害物との

衝突回避と運航をパイロットの責任で

行う「視認進入」で行われており、管制

官は特に対応していない。 
 

 
航空路誌の記載の変更の検討 

 
● 内陸部への飛行を避けるべく通常飛行

すべきルートについて、例えば湾岸道路

より北側へ飛行しない等具体的な記述

について早急に変更を行う。 
● 東京タワー等、高い建造物の存在につい

て周知・確認できるよう記載の変更を行

う。 
 

きめこまかな対応 
 

● 通常想定されうる経路から大きく逸脱

していることがレーダー等で判明した

段階で、必要な助言を行う等の対応。 
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推定飛行経路

通常飛行経路

東京タワー
１１５２ｆｔ

東京タワー付近
1800ft

新小岩付近
2100ft

荒川河口付近
2300ft


